
 

 

焼津市告示第136号 

 

令和５年度焼津駅前拠点エリア活性化事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和５年４月21日 

焼津市長 中野 弘道   

 

令和５年度焼津駅前拠点エリア活性化事業費補助金交付要綱 

第１ 趣旨 

  市長は、焼津駅前拠点エリアに飲食店等を誘致し、当該区域の活性化を図るため、

店舗新築事業及び空き店舗分離事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補

助金を交付するものとし、その交付に関しては、焼津市補助金等交付規則（昭和60

年焼津市規則第１号）及びこの要綱の定めるところによる。 

第２ 定義 

  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 焼津駅前拠点エリア 別図に掲げる焼津市栄町１丁目から４丁目までの範囲内

の区域をいう。 

(2) 店舗新築事業 焼津駅前拠点エリアにおいて、飲食店又は生鮮食品を扱う小売

店を新築する事業であって、市内に事業所を有する事業者に施工を依頼して実施

するものをいう。 

(3) 空き店舗分離事業 焼津駅前拠点エリア内に存在する住居と一体となった空き

店舗の所有者が、当該物件の住居部分と店舗部分の入口、水回り等の共用部分と

を分離する事業であって、市内に事業所を有する事業者に施工を依頼して実施す

るものをいう。 

(4) 所有者 新築店舗及び空き店舗に係る所有権又は売却若しくは賃貸を行うこと

ができる権利を有する者をいう。 

(5) 入居者 空き店舗等を賃借している者又は賃借することが決定している者をい

う。 

第３ 補助対象者 

補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。 

(1) 店舗新築事業を実施する次のいずれにも該当する者 

ア 新築店舗の所有者となる者であること。 

  イ 令和５年度内に新築店舗において営業を開始しようとする者であること。 

ウ 新築店舗における営業の開始から２年以上事業を継続しようとする者である

こと。 

エ 次の営業時間により営業するものであること。 

(ｱ) １日につき６時間（午前９時から午後６時までの間の最低３時間を含む。）

以上営業すること。 



 

 

(ｲ) 週５日以上営業すること。 

  カ 飲食業（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律

第122号）第２条（第13項第４号を除く。）に規定する営業を除く。以下同じ。）

又は生鮮食品を扱う小売業を営業しようとする者であること。 

  キ 営業に当たり法令で定める必要な許認可を得ていること。 

  ク 第６の規定により交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納して

いる者又はその徴収猶予を受けている者であること。 

  ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第

２条第２号に規定する暴力団及び同条第６号に規定する暴力団員並びにこれ

らの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。 

(2) 空き店舗分離事業を実施する次のいずれにも該当する者 

ア 空き店舗の所有者であること。 

イ 令和５年度内に空き店舗分離事業の完了を見込める者であること。 

ウ 空き店舗分離事業完了後、１年以内に入居者の決定及び入居者による営業開

始を見込める者であること。 

エ 入居者と同一世帯に属する者又は生計を一にする者でないこと。 

オ 空き店舗分離事業完了後、２年以上当該物件の貸し出し事業を継続しようと

する者であること。 

カ 空き店舗分離事業完了後の２年間は、入居者が撤退するなどし、補助対象物

件が空き店舗となった場合に、当該物件を市が公開することに同意する者であ

ること。 

  キ 第６の規定により交付申請をした日以前に納期限が到来した市税を完納して

いる者又はその徴収猶予を受けている者であること。 

  ク 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴

力団及び同条第６号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的

団体及びその構成員でないこと。 

第４ 対象経費 

補助の対象となる経費は、店舗新築事業に要する工事費又は空き店舗分離事業に

要する工事費とする。ただし、国、県及び市の補助又は助成を受けている経費は対

象外とする。 

第５ 補助額及び限度額 

第４に掲げる経費の２分の１以内の額（1,000円未満の端数が生じたときは、その 

端数金額は切り捨てる。）とし、5,000,000円を限度とする。 

第６ 交付の申請 

(1) 提出書類 各１部 

  ア 交付申請書（第１号様式） 

  イ 事業計画書（第１号様式別紙） 

  ウ 収支予算書（第２号様式） 

  エ 土地の賃貸借契約書又は売買契約書の写し（店舗新築事業に限る。） 



 

 

  オ 住民票の写し（申請者が個人である場合に限る。） 

  カ 定款又はこれに準ずるもの（申請者が団体である場合に限る。） 

  キ 新築店舗用地又は空き店舗の不動産登記簿謄本（登記事項証明書） 

ク ２者以上の者から取得した工事見積書の写し 

  ケ 新築工事図面又は分離工事を実施する箇所の見取り図 

  コ 施工前の状況が分かる写真 

  サ その他市長が必要と認めるもの 

(2) 提出期限 賃貸借契約若しくは売買契約の締結日から起算して６か月を経過し

た日、工事着工日又は令和６年３月８日のいずれか早い日まで。ただし、提出が

遅れることについて正当な理由がある場合はこの限りでない。 

(3) 申請の回数 １補助対象者当たり申請は１回限りとする。 

第７ 交付決定通知 

市長は、第６に規定する交付申請書の提出を受けた場合において、その内容を審

査し、及び必要に応じて現地調査を行い適正であると認めたときは、申請者に通知

するものとする。 

第８ 交付の条件 

  補助金の交付の決定においては、次に掲げる条件を付するものとする。 

(1) 補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった

場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。 

(2) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ市長の承認を受け

なければならない。 

  ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合で、次のいずれかに該当するとき。 

(ｱ) 施行場所の変更 

(ｲ) 事業量の20パーセントを超える変更 

イ 補助事業に要する経費の配分の変更をしようとする場合で、事業費の額の20

パーセントを超える変更をしようとするとき。 

ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合 

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれら

の帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならな

い。 

(4) 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取り消し、

又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。 

ア 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。 

イ 法令又はこの要綱に違反したとき。 

ウ その他市長が交付を行うことを不適当と認めたとき。 

第９ 変更承認申請 

  提出書類 各１部 

  ア 変更承認申請書（第３号様式） 

  イ 変更事業計画書（第１号様式別紙） 



 

 

  ウ 変更収支予算書（第２号様式） 

  エ 変更後の見積書 

  オ 変更後の改修する箇所の見取り図 

  カ その他市長が必要と認めるもの 

第10 実績報告 

(1) 提出書類 各１部 

  ア 実績報告書（第４号様式） 

  イ 事業実績書（第１号様式別紙） 

  ウ 収支決算書（第２号様式） 

  エ 工事請負契約書の写し 

  オ 工事費用を支払った領収書の写し 

カ 工事費用明細書（見積書、領収書等に記載されている場合を除く。） 

  キ 施工後の状況が分かる写真 

ク その他市長が必要と認めるもの 

(2) 提出期限 

事業完了の日から起算して20日を経過した日又は令和６年４月10日のいずれか

早い日まで 

第11 現地確認 

   市長は、第10の実績報告の提出を受けた日から７日以内に、現地確認を行うも

のとする。 

第12 請求の手続 

(1) 提出書類 １部 

  請求書（第５号様式） 

(2) 提出期限 

  補助金交付確定通知を受領した日から起算して７日を経過した日まで 

第13 概算払請求手続 

 提出書類 各１部 

 ア 概算払請求書（第６号様式） 

 イ 資金状況調べ（第７号様式） 

  附 則 

この告示は、公示の日から施行し、令和５年度分の補助金に適用する。 



 

 

別図 

焼津駅前拠点エリアの区域（栄町１丁目～４丁目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


